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	リニューアルします
	綾町育英会
	令和8年度奨学生募集要項
	　綾町育英会は、綾町居住者の子どもたちが高校・大学等の課程を修了するため、希望者に学費の貸与を行い、所期の目標を達成させるための事業です。 　本会は、町民の皆さまからの寄付金や町補助金等で運営しており、貸し付けた奨学金を返済していただくことで育英会制度を継続しております。
	リニューアルポイント！
	貸付金・進学支度金の増額
	教育文化活動費助成金を新設
	研修・大会等支度金の対象拡大
	町外在住者へ免除制度を新設
	振込手数料は借受者負担

	対象者
	綾町居住者のお子様で高校、大学、大学院（修士課程に限る）、専門学校等、各種学校に進学、在学する者
	学習意欲があり経済的理由により修学が困難である者
	保護者（連帯保証人）に各種税等の滞納のない者

	連帯保証人
	返済義務は借受者（債務者）が負い、連帯保証人は２名用意する。
	　◎連帯保証人Ⅰ・・・父母兄弟姉妹　又は、これに代わる法定代理人。 　◎連帯保証人Ⅱ・・・独立して生計を営み返済に関し保証能力のある成人。
	1　債務整理中又は過去に債務整理をした者 2　保証債務を理解していない者 3　他の奨学資金で滞納している者 4　無収入の者 5　生活保護受給中の者

	奨学資金の種類
	奨学生
	奨学貸付金
	〈借受者〉



	UP
	大学・短大・専門学校Ⅰ　　月額　30,000円 大学・短大・専門学校Ⅱ　　月額　40,000円 大学・短大・専門学校Ⅲ　　月額　50,000円
	【返済方法】 　卒業後６か月経過後から貸与期間の２倍に相当する期間で返済すること。（無利子型）
	保護者
	〈借受者〉

	進学支度金


	UP
	高校・専門学校　　限度額　300,000円 大学・短大　　　　限度額　600,000円
	【返済方法】 　入学後、２年以内に月賦で返済すること。（無利子型）
	研修・大会等支度金
	保護者
	海外研修・留学等支度貸付金　限度額　100,000円 国際大会参加等給付金　　　　限度額   　50,000円



	NEW
	教育文化活動費助成金
	各団体が行う教育活動　限度額　500,000円
	申込期間・スケジュール
	免除制度について
	減免条件
	　　　　　　年間返済総額の１／２の返済免除
	　　　　　　年間支払総額の１／３の返済免除
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	【問い合わせ先】
	綾町育英会事務局




